
第２５回議会改革検討特別委員会 

 

日時：平成 30年 10月 17日（水）午前 10時 00分～ 

場所：市議会委員会室 

 

 今回の委員会では、次の事項について協議を行った。 

① 前回協議した議会基本条例案の最終確認、字句の点検を行った。 

② 次期市議会議員改選後、議員定数が削減されることから、常任委員会、議 

会運営委員会等の委員定数の見直し及び図書室運営委員会の在り方について 

協議を行った。 

③ 地方自治法の改正に伴い議会選出監査委員の選任について、改選後の取り 

扱い（選任しないことができる）について協議を行った。 

 

※議会基本条例による、主な（新しい取り組み）項目を盛り込んだ。 

 ・会議において議員間の自由討議 

 ・委員会において請願・陳情者の意見陳述を聴く機会の設定 

 ・議会報告会の実施 

 

 

まとめ 

上記により、12 月定例会において次の条例案を発議（委員会による）するこ

とに決定した。 

・つがる市議会基本条例案 

・つがる市議会委員会条例の一部改正案 

・つがる市議会議員政治倫理条例の一部改正案 

・つがる市議会会議規則の一部改正案    以上 

 

 その他、関連する規程等についても所要の改正を行うことと決定した。 

 ・つがる市議会図書室設置規程 

・つがる市議会だより発行規程 


